
究

加
奈
陀
に
於
け
る
國
有
未
開
地
匠
劃
制
度

.
高

岡

熊

雄

或
る
國
が
植
民
地
を
獲
得
し
て
來
住
者

に
國
有
未
開
地
を
庭
分
す
る
場
合
に
は

一
土
地
の
庭
分
を
な
す
度
毎
に
腱

分
す
べ
き
土
地
の
面
積
を
能
く
測
定
し
て
之
を
翼
望
者
に
交
付
す
る
Z
と
が
あ
る
。
二
或

は
叉
別
に
斯

の
如
く
實
地

に
就
き
て
土
地
の
測
定
を
な
さ
ず
机
上
に
於
て
大
凡
土
地
の
位
地
及
び
面
積
を
計
量
し
て
先
づ
之
を
庭
分
し
置
き
他

日
其

の
土
地
の
開
墾
等
が
成
効
し
て
後
愈
之
が
所
有
灌
を
交
附
せ
ん
と
す
る
場
合
に
な

つ
て
初

め
て
實
地
に
就
き

て

加
奈
陀
に
於
け
ろ
國
有
未
開
地
匠
劃
制
度

.二
山2
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二
六

二

精
細
に
之
が
面
積
を
測
量
す
る
Z
と
が
あ
る
。
三
或
は
國
家
は
豫
め
先
づ
・庭
分
す
べ
き
國
有
地
を
或
る

一
定
の
標
準

(

に
某
き
て
測
定
し
之
が
圖
面
を
も
作
成
し
之
に
依
う
て
土
地
の
庭
分
を
な
す
こ
と
が
あ
る
。
所
謂
冨
劃
制
度
と
稽
す

る
も

の
が
是
で
あ
る
。

此
等
三
種

の
方
法

の
内
第

一
の
方
法
に
よ
れ
ば
土
地
の
庭
分
を
な
す
に
頗

る
手
藪
を
要
し
て
事
務
が
繁
雑
に
流
る

る
も
の
な
れ
ば
腱
分
す
べ
き
國
有
地
の
面
積
が
少
な
き
場
合
に
於
て
の
み
行
は
れ
得
べ
き
竜
の
で
あ
る
。
第

二
の
方

法
は
殖
民
事
業
を
行
ふ
に
當
b
未
だ
準
備

の
充
分

に
出
來
ざ
る
内
に
移
住
者
に
土
地
を
庭
分
す
る
必
要
あ
る
場
合
に

多
く
用

ひ
ら
る
＼

一
の
便
法
に
過
ぎ
な

い
。
之
に
反
し
て
土
地
の
厩
劃
制
度
は
廣
漠
な
る
國
有
地
を
庭
分
す
る
揚
合

に
必
要
に
し
て
且
つ
便
宜
が
頗
る
多

い
。
何
ぜ
な
れ
ば

一
、
移
住
者
が
殖
民
地
に
來
住
す
る
前
に
豫

め
既
に
土
地
の
厩
劃
を
な
し
其
の
位
地
及
び
面
積
等
が
明
瞭
と
な
釦

居
る
を
以
て
例

へ
多
藪

の
移
住
者
が

一
時
に
押
寄
せ
來
力
る
と
竜
極

め
て
題
速
に
土
地
を
庭
分
し
て
早
く
生
活

の
安
定
を
な
さ
し
む
る
≧
と
が
出
來

る
之
と
◎

二
、
土
地
は

一
定
の
面
積

に
匿
劃
せ
ら
れ
あ
れ
ば
何
人
と
錐
も
其
の
面
積
や
境
界
線
を
能
く
熟
知
し
隣
近

の
所
有

地
と

の
間
に
境
界
線
の
箏
を
な
す

こ
と
が
少
な
く
な
る
こ
と
。

三
、
厩
劃
地
は
之
と
同

一
の
面
積
あ
り
て
境
界
線

の
不
整
な
る
も
の
に
比
較
す
れ
ば
其
の
境
界
線
は
無
論
短
か
き



を
以

て
其
の
周
圃
に
設
く
べ
き
垣
柵
や
溝
渠
の
長
さ
は
短
く
之
が
建
設
に
要
す
る
経
費
竜
割
合
少
な

い
其
の
上

境
界
線
に
沿
ふ
て
耕
作
を
な
す

乙
と
の
出
來
ざ
る
土
地
の
面
積
も
少
な
く
な
る
乙
と
。

四
、
土
地
を
斑
劃
し
て
庭
分
す
る
と
き
は

一
人
の
所
有
地
は
多
く
は

一
ケ
慮
に
纒

つ
て
存
在
し
所
有
地
の
筆
歎
も

・

少
な
く
農
業
繹
螢
も
便
宜
と
な
る
乙
と
。

五
、
匠
劃
地
の
境
界
は
整
然
と
し
て
居
る
か
ら
農
業
経
螢
上
或
は
牛
馬
を
使
役
し
或
は
機
械
力
を
利
用
す
る
上
に

便
宜
が
多

い
こ
と
。

六
、
囁
劃
制
度
で
は
土
地
の
調
査
上
製
圖
を
な
す

に
便
宜
な
る
こ
と
は
言
を
侯
力
な

い
。

二

此
等
の
諸
黙
は
臨
劃
制
度
の
齎
す
利
盆
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
が
此
等
の
利
盆
が
果
し
て
實
際
に
實
現
せ
ら
れ
得

る
や
否
や
は

一
に
廣
劃
制
度

の
定

め
方
如
何
で
あ
る
。
囁
劃
地
の
大
小
面
積
方
位
等

の
如
何
が
問
題
で
あ
る
。
若
し

此
等
の
問
題
の
解
決
宜
し
き
を
得

ざ

る

と

き

は
却

つ
て
植
民
地
の
登
展
を
阻
害
す
る
恐
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ

る
。
例

へ
ば
佛
蘭
西
が
嘗

て
加
奈
陀
を
以

て
植
民
地
と
な
し
植
民
者
に
土
地
を
庭
分
す
る
場
合
に
匠
劃
制
度
を
採
用

し
π
乙
と
が
あ
る
。
元
來
佛
蘭
西
人
は
ア

ン
グ

ロ
サ
ク
ン
ン
民
族
が
不
轟
濁
立
の
氣
象
に
富

め
る
を
以
て
廣
き
所
有

 加
奈
陀
に
於
け
る
國
有
未
開
地
旺
劃
制
度

二
六
三
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二
六
四

地
内
に
濁
立
し
て
生
活
を
管
み
得

る
と
は
異
な
b
彼
等
は
胱
交
的
の
民
族
な
れ
ば
常
に
比
隣
の
竜
の
と
相
往
來
す
る

こ
と
を
好
む
。
此
の
國
民
性
に
適
慮
せ
し
む
る
偶

め
に
セ
ン
ト

ロ
ー
レ
ン
ス
川
の
附
近
に
設
け
π
る
植
民
地
は
間
口

が
極

め
て
狭
く
奥
行
の
極

め
て
長
き
魑
劃

に
分
割
し
て
之
を
移
住
者
に
交
附
し
た
。
是
れ
移
住
者
が
互
に
相
交
際
す

る
に
は
便
宜
な
め
し
に
は
相
違
な
き
竜
農
業
経
螢
上
に
は
不
便
甚
し
く
途

に
は
加
奈
陀
に
於
け
る
佛
蘭
西
植
民
の
蹉

践
し
禿

一
の
原
因
を
な
し
π
の
で
あ
る
。
叉
我
が
帝
國
が
南
樺
太
を
露
國
よ
h
割
譲
せ
し

め
我
が
領
土
と
な
し
泥
る

と
き
國
有
未
開
地
の
庭
分
を
な
す
爲

め
に
塵
劃
制
度
を
施
行
し
π
。
其
の
際
に
新
版
土
の
自
然
的
状
況
や
露
西
亜
人

の
農
業
経
螢

の
跡
等
を
考

へ
我
が
國
よ
う
の
移
佳
者
も
農
業
経
螢
上
飼
畜
を
兼
ね
行
ふ
を
以
て
有
利
に
し
て
且
合
理

的
な
め
と
し
移
住
者
に
庭
分
す
べ
き
土
地
の
輩
位
面
積
を
間
口
及
び
奥
行
共
に

百

五

+

間

即
ち
二
萬

二
千
五
百
坪

(
七
町
五
反
歩
)
と
定

め

て

土
地
を
廣
劃

し
た
。
然

る
に
其
の
後
實
際
に
移
佳
し
π
る
竜
の
は
七
町
五
反
歩

の
土
地

を
充
分
に
利
用
す
る
こ
と
能
は
ず
と
し
囁
劃
制
度
を
改

め
て
北
海
道
と
等
し
く
間
口
百
間
奥
行
百
五
+
間
即
ち
面
積

一
萬
五
千
坪

(
五
町
歩
)
を
以

て
輩
位
面
積
と
し
禿
。
此

の
改

正
は
果
し
て
樺
太

の
事
情
に
能
く
適
合
せ
る
改
正
な

り
ゃ
將
π
改
悪
な
り
や
其

の
間
疑
な
き
能

は
ず
で
あ
る
。
我
が
北
海
道
の
如
き
農
業
者

一
戸
に
庭
分
す
べ
き
軍
位
面

積
は
前
記
の
如
く
五
町
歩
な
る
が

一
時
は
府
縣
に
於

て

一
町
歩
縄
管
に
慣
れ
π
る
農
家
に
採

つ
て
は
其
の
面
積
梢
廣

き
に
過
ぐ
る
を
以
て
之
を
三
町
歩
と
な
す
べ
し
と

の
議
論
が
當
局
者

の
間
に
盛
ん
に
論
議
せ
ら
れ

尤

こ
と

も

あ

つ



た
。
若
し
此
の
説

の
如
く
本
道

の
匿
劃
制
度
が
改
正
せ
ら
れ
π
な
ら
ば
本
遣
に
移
住
す
る
も
の
＼
経
濟
的
境
遇
は
府

縣
に
於
け
る
と
鯨
り
大
差
な
く
し
て
別
に
之
が
向
上
を
見
る

こ
と
も
出
來
ず
其
の
結
果
移
民
招
彼
の
妨
と
な
ウ
π
る

な
ら
ん
に
逡
に
其

の
説

の
實
行
せ
ら
れ
ざ
う
し
は
本
道
拓
殖
の
駕

め
に
幸
で
あ

つ
禿
。

此
等

二
三
の
例
よ
b
考

へ
て
見

て
も
厩
劃
制
度
を
設
く
る
に
當
う
其
の
制
度
を
如
何
に
す
べ
き
や
を
決
定
す
る
は

決

し
て
容
易
の
事
で
な

い
≧
と
が
明
か
で
あ
ら
う
。
從
來
此
の
種

の
制
度
を
探
用
し
た
る
國
は
之
が
爲

め
に
非
常
な

る
苦
心
を
な
し
π
竜
の
で
あ
る
。
今
余
は
之
が

一
例
と
し
て
北
米
加
奈
陀
が
國
有
未
開
地
の
庭
分
を
な
す
爲

め
に
定

め
π
る
厩
劃
制
度
の
大
要
を
述
べ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

三

加
奈
陀
に
於
け
る
國
有
地
腱
分
注
は
地
方
に
依
り
て
多
少
其
の
趣
き
を
異
に
す
る
。
加
奈
陀
中
央
政
府
は

マ
ン
ト

バ

サ
ス
ヵ
チ

ェ
ワ
ン

ァ
ル
バ
ー
タ

ノ
ー
ス
ゥ

ェ
ス
ト
テ
リ
ト
リ
ー
及
び
英
領

コ
ロ
ン
ピ
ヤ
州
内
の
二
地
方
を

合
し
π
る
所
謂
李
原
地
方
に
在
る
國
有
地
を
直
接
庭
理
す
る
権
能
を
有
し
其

の
他
の
地
方
に
在
る
も

の
は
其
の
土
地

の
所
在
す

る
庭
の
州
政
府

の
宰

る
所
で
あ
る
。
所
謂
卒
原
地
方
は
其
の
総
面
積

四
億
五
千
四
百
七
十
入
萬
九
千
六
百

七
十
入
英
町
歩
に
し
て
其
の
内
農
耕
適
地
は
約

一
億
七
千
入
百
萬
英
町
歩
に
上
る
も
現
時
農
耕

に
利
用
し
つ
＼
あ
る

 加
奈
陀

に
於
け
る
國
肩
未
開
塊
匠
劃
制
度

,

二
六
五
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竜

の
は
僅

に
三
千

五
百
入
+

四
萬
七
千
英

町
歩

に
し
て
農
耕
適

地

の
僅

に
二
割

に
過
ぎ
な

い
。
今
後
開
き

て
以

て
農

耕
地

と
な
す

べ
き

も
の
が
頗

る
多
く
中

央
政
府
が
鏡
意
移
民

の
招
挾

に
力
を
鑑

し

つ
＼
あ

る
も
宜
な
わ
と
謂

つ
可
き

で
あ

る
。
中
央
政
府

は
斯
く

の
如
き
廣
大
な

る
面
積

を
有
す

る
國
有
地
を
庭
分
す
る
に
當
う
事
業

の
進

渉
を
計
ら
ん

と
し

て
探
用
し
尤
る
は
所
謂
賑
劃
制
度
で
あ

る
。
是

れ
隣
邦
北
米
合
衆
國
が

一
七
入
五
年
五
月

二
十
日

の
布
令

を
以

て
定

め
π

る

夘
。9
碧
σq
三
。
「
Q。
岩
8
日

に
微

つ
π
も

の
で
あ

る
。

O

四

北
米
合
衆
國
に
て
は
嘗

て
西
部
地
方

の
開
襲
策
を
講
究
せ
し
む
る
駕

め
に
ジ

エ
7
ア
ー
ソ
ン
を
主
査
と
な
し
尤
る

調
査
會
を
設
け
カ
。
此
の
調
査
會
は
種

々
研
究

の
結
果

一
七
八
四
年
に

一
の
報
告
書
を
政
府
に
呈
出
し
西
部
地
方
を

開
螢
す
る
が
爲

め
に
は
先
づ
之
を
十
哩
卒
方
宛
に
匿
劃
し
更
に
此

の
大
旺
劃
を

一
哩
準
方
づ

、
の
小
匠
劃

に
匠
分
す

る

ハ
ン
ド

ソ
ツ
ド
制
を
實
施
す
べ
き
で
あ
る
と
渤
告
し
π
。

一
七
入
五
年

の
布
令
に
依
れ
ば
政
府
は
調
査
會

の
報
告

の
主
旨
は
之
を
採
用
し
た
る
も
大
匠
劃
は
委
員
會
の
主
張
せ
る
+
哩
準
方
説
を
採
ら
ず
し
て
其
の
代
り
に
六
哩
準
方

と
な
し
π
。
此
の
有
名
な
る
匠
劃
制
度
が
果
し
て
何
人
の
創
意
に
成
り
し
や
之
を
知
る
乙
と
が
出
來
な

い
の
は
眞

に

①

遺
械

の
至
わ
で
あ
る
。
北
米
合
衆
國
土
地
委
員
會
の
ド
ナ

ル
ド
ソ
ン

∪
§
巴
留
8

は
西
部
地
方
の
自
然
的
状
況
が



経

度

及
び

緯

度

に

沼

ふ

て

測

量

を

な

し

易

き

と

ゲ

ア

ー

ジ

ニ
ァ
が

土

地

を

中

央

政

府

に

割

譲

し

た

る
と

き

他

日
西

部

地

方

に

州

を

設

く

る

と

き

は
其

の

大

さ

を

百

哩

準

方

よ

り

小

な

ら

ず

百

五

+
哩

平

方

よ

う

大

な

ら

ざ

る

正
方

形

と

な

す

べ

し

と

の
意

見

あ

り

π

る

に

基

し

π

る

も

の
で

あ

る

と

云

ひ

オ

ー

ス

チ

ン
・
ス

コ

ツ
ト

》

話
陣
ぎ

Q。
8

暮

敷

授

は

和

蘭

の

測

量

師

デ

・
ヴ

イ

ツ

ド

U
o
を

一菖

が

ジ

エ

フ
ァ

ー

ソ

ン
に
勧

め

π

る

も

の
で

奮

の
羅

馬

の
制

に

微

つ
た

も

の
な

う

と

云

ふ

。

何

れ

が

果

し

て
眞

な

ら

や

明

か

な

ら

ず

で

あ

る

。

北

米

合

衆

國

に

て

は

ペ

ン

シ

〆
ヴ

ァ

ニ
ァ
州

の
南

境

を

東

西

に

走

る
線

と

オ

ハ
イ

ォ
川

と

の
接

叉

黙

を

以

て

旺

劃

割

の
基

標

と

定

め

之

よ

う

東

西

及

び

南

北

に

夫

々
規

定

の

標

準

に

基

き

て
未

開

地

を

一
定

の
面

積

に
測

量

し

匠

劃

し

π

。

の

ω
彗
9

gO
.
円
げ
o
目
器
山
ρ
器
。・け一〇口
冒

臼
o
q
三
[巴

ω
鼠
冨
ω
℃
・
国ωあ
●

'

②

臣
峯
・
℃
。
印零
.

五

加
奈
陀

に
於

け

る
匠
劃
制
度

は
北
米
合
衆

國
に
微

へ
る
竜

の
で
大
同

小
異
で
あ

る
。

一
入
六
入
年
初

め
て
國
有
地

測
量
法
な

る
竜

の
を
制
定

し
其

の
後
多
少

の
改

正
を
加

へ
ら

れ
カ
る
も
其

の
根
本

の
方
法

は
何
等
愛
h
な
く

現
行
法

は

一
九
〇
入
年

三
月
+
七

日
裁
可

を
経

て
公
布
し

π
る
も

の
で

諺
昌
》
9

器
。。で
9
け冒
αq
忌
。
し∩
=
箋
。巻

鼠

誓
①
団
号

=
。

加
奈
陀
に
於
け
ろ
國
有
未
開
地
匝
劃
制
度

二
六
七

馬



サ

商

學

討

究

第

一
巻

(
下
)

二
六
入

H
磐
α
。。
。
P
冨

U
。
a

巳
8

碧
α
子
。
ω
霞
く
・図
。
笏
・
耳
置
a

什。
ヨ
葵
・
。・琴
ゴ
ω
籠
く
・鴇

と
稻
し

一
般

に
之
を
略
稻

し
て

輩

に

目
冨

U
。
巨
三
8

ぴ
碧
α
ω
ω
二
「〈
・岩

》
9

と
言

ふ
。
今
其

の
大
要

を
述

べ
や
う
。

國
有
未
開
地

は
先
づ
之
を
正
方
形

の
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ

8
≦
房
三
℃

に
分

つ
。
是

れ
他

日
開
拓
事
業

の
終
b
を
告

る

と
き

一
の
村
落
を
形
成

せ
し

む
る
基
礎
的
の
面
積
で
あ

る
。

一
タ
ゥ

ン
シ
ッ
プ

の
大

さ
は
約

六
哩
卒
方

な
る
も
造
成

す

べ
き
道
路

の
幅
及
び
子
午
線

の
關
係

に
て
多

少
の
廣
狡

が
あ

る
。

タ
ゥ
ン
シ
ツ
ブ
の
東
と
西
は
子
午
線

に
依
う
南

と
北
は
緯
度

に
澹
ふ

て
之
が
界

を
定

む
。
各

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
に
は
番
號
を
附
す
。

其

の
方
法

ば
緯

度
と
子
午
線
と

に

依

る
即
ち
所
謂
國
際
的
境
界
線
と

て
北
米
合
衆
國
と
加
奈

陀
と

の
國
境

を
な
す
北
緯

四
十
九
度

を
以

て
基

と
し
て
之

よ
う
北
に
向

つ
て
順

次

一
番

二
番

三
番
と

呼
ぶ

の
で
あ

る
。
叉
子
午
線

は

ヴ
イ

ニ
ペ

ヅ
グ
市

の
西
方
約
+

二
哩
に
當

蚕

グ
リ

ン
ウ
ィ
ッ
チ
よ
う
西
経
九

+
七
度

二
十
七
分

三
+
秒

の
腱

を
通

過
す
る
も

の
を
以

て
基
準
子
午
線
と

し
第

二

子
午
線

は
西
穫
約
百
〇

二
度
第
三
子
午
線

は
百
〇
六
度

に
在
ウ
。
夫
れ
よ
う
西
方

に
四
度
づ

㌧
の
間
隔
を
以

て
第

四

第
五
及
び
第
六

の
子
午
線

を
定

め
英
領

コ
ロ
ン
ゼ
ヤ
に
は
特

に
所
謂
海
岸
子
午
線
を
設
く
。

一
の
子
午
線
と

次
の
子

午
線
と

の
間
を

「
列
」

鑓
b
σq
。

に
分
ち
第

一
列
第

二
列
等
と
稻
す
。
基
準
子
午
線

よ
り
は
東
若
く
は
西

に
其

の
他

の

子
午
線

よ
う
は
西
に
あ

る

「
列
」

の
順
序

に
依
り
て
夫

々
タ

ウ

ン

シ

ツ

ブ
を
命
名
す

る
。
例

へ
ば

8
≦
昌
ω三
℃
いP

轟
5
σQ
・
ぎ

≦
。曾

。
h
9
。
国
。
ξ
些

日
・
「一島
磐

即
ち
第

四
子
午
線

の
西
に
し
て
第

二
列

に
在
る
第
五
+
番

の
タ
ウ

ン
シ



ヅ
プ
と
呼
ぶ
が
如
き
で
あ

る
。
是

れ
即
ち

此
の
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
は
北
緯
四
十
九
度

よ
わ
北

の
方
五

+
番

目
の
タ
ウ

ン

ツ
ッ
プ
に
し
て
第

四
子
午
線

よ
う
西
に
算

へ
て
第

二
列

に
あ

る
も
の

＼
意

に
し

て
何
人
と
錐
竜
直
ち

に
其

の
位
置
を

知

る

こ
と
が
出
來

る
。由

'、

 

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
は
之

を

セ
ク

シ
ヨ
ン

。・①6θ一8

に
分

つ
。

一
セ
ク
シ

ヨ
ン
の
大

さ
は

一
準
方
哩
即
ち

六
百
四
十
英

町
歩

に
し

て

一
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
は
三
十
六

の

セ
ク

シ
ヨ
ン
を
含

む
。
各

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
内

に
在

る

セ
ク

シ
ヨ
ン
は
夫

れ
ノ
～

番
號

に
依

う
て
之
を
示
す
。
番

號
は
タ
ゥ

ン
シ
ツ
プ
の
南
東

隅

に
在
る

セ
ク

シ
ヨ
ン
よ
b
呼
ぴ
始
、め
之
を

一

と
し
夫
れ

よ
り
順

を
追

ふ
て
西
に
進

み
七
に
て
北
方

に
進

み
て
第

二
列

に
入
う
更
に
順

次
東

に
進

み
+

三
に
て
第

三

列

に
入
る
。
斯

く
し
て
絡

に
東

北
隅
に
あ

る

セ
ク

シ
ヨ
ン
の
三
+
六
を
以

て
絡

る
の
で
あ

る
。
次

の
第

一
圖

は
明
か

に
之
を
示
す
。

之

を
北
米
合
衆

國

の
匠
劃
制
度

に
比
す

る
に
タ
ウ

ン
シ
ッ
プ
及

び

セ
ク
シ

ョ
ン
の
割
う
方
は
同

じ
な

る
も

セ
ク

シ

ョ
ン
の
番
號

の
附
け
方

は
異

る
。
合
衆
國

に
て
は

セ
ク

シ

ョ
ン
の
番
號

は

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ

の
東

北
隅

に
あ
る
竜

の
よ

り
呼
び
始

め
て
東
南
隅

に
至
ウ
て
絡
る

の
で
あ
る
。

加
奈
陀
に
於
博り
る
國
有
・禾
開
地
匪
馴
一制
度

肖ニ
ハ
九



商
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東

(圖 一 第)

北

363534333231

252627282930

242322212019

131415161718

1211ユ0

 

987

123456

南

西

H卸

ぴ
霧
。
一ぎ
。

と
定

め
之

れ
よ
う
北

に
進

み
て
第

四

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
と
第

五

タ
ウ

ン
シ
ツ
ブ
と

の
間
を
走

る
東
西
線

を
第

二
基
線
と
し
第

八
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
と
第
九

タ
ウ

ン
シ
ツ
ブ
と

の
間
を
走
る
東
西
線
を
第

三
基
線

と
す

る
。
其

の

他
順
次
北
に
進
む
に
從

ひ
之
れ

に
準

じ
て
四
箇

の
タ
ウ

ン
シ
ツ
ブ
を
隔

つ
る
毎

に

一
の
基
線
を
設
け
之
を
第
四
基
線

第

五
基
線
等
と
夫

々
名

け
る
。
基
線

の
外

に
叉
所
謂
補
.正
線

8
「誘
。θ帥8

=
器

を
設
け

る
。
第

一
補

正
線

は
第

一
基

二
七
〇

タ
ウ

ン
シ
ツ
ブ
の
東
と

西
の
境
界
線

は
嚢

に
述

べ
し
如
く

子
午
線

に
依
り

て
測
量
す

る
。
然

し
な
が
ら
子
午
線

は
卒
行

線
で
な
く
北
方

に
進

む
に
從

ひ
漸

次
其

の
間
隔

を
縮
少
す

る

も

の
で
あ

る
か
ら
今
國
際
的
境
界
線
な
る
北
緯
四
十
九
度
よ

う
し
て
子
午
線

に
準
行
し
て

一
直
線

に
北

に
向

つ
て
各

タ
ウ

ン
シ
ツ
ブ
の
東

と
西

の
境
界
線

を
測
量
す

る
と
き

は
北
に
進

む
に
從

ひ
タ
ウ

ン

シ
ツ
ブ
の
幅

は
次
第

に
狡
く
其

の
面
積

は

小
さ
く
な

る

繹

で
.あ

る
。
故

に
加
奈

陀
の
匠
劃

制
度
で

は

タ
ウ

シ
シ
ツ
プ
の
大

さ
を
同

一
と
な
す
駕

め
に

一
の
方
法
が

定

め
て
あ

る
。
即
ち
先
づ

北
緯

四
十
九
度
を
以

て
第

一
基
線



σ

線

よ
血
北
に
算

へ
て
第

ニ
タ
ウ
ン
シ
ツ
プ
と
第
三
タ
ウ
ン
シ
ツ
ブ
と
の
間
を
走
る
東
西
の
線
に
し
て
之
れ
よ
ム
北
に

四
タ
ウ
ン
シ
ツ
ブ
置
き

に

一
の
補
正
線
を
設
け
之
を
第
二
補
正
線
第
三
補
正
線
等
と
稽
す
る
。
さ
れ
ば
此
等

の
基
線

及
び
補
正
線
は
何
れ
竜
皆
國
際
的
境
界
線
な
る
四
十
九
度
の
緯
度
に
卒
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な

い

◎而
し
て
各
基
線

上
に
在

る

セ
ク

シ

ョ
ン
の
幅

は
何

れ
も
皆

一
哩
即
ち

入
+
チ

エ
ー
ン
と

し
之
れ
に
道
路
幅
を
加

へ

禿

る
も

の
を
基
と

し
て

一
タ
ゥ

ン
シ
ツ
プ
の
幅

を
定

む
る
の
で
あ

る
。
基

線
上

に
在
る

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ

の
幅

が
定
れ

ば
更

に
夫
れ
を
基
と
し

て
當
該
基
線

よ
り
南
と

北
と

に
あ

る
最
も
近
き

補

正
線
ま
で

一
直

線
に
測
量
し

て
之
を

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ

セ
ク

シ

ヨ
ン
等

に
細
分
す

る
の
で
あ

る
。
斯

る
方
法

に
依
う

て
測
量
す

る
と
き

は
各
補
正
線
上

に
於

て

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
は
北
に
進

む
に
從

ひ
常

に
少
し
づ

＼
西

の
方

に
寄

う
て
其

の
所
に
多

少
の
喰
違

ひ
を
生
ず

る

こ
と
と

な

る
も
各

タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
の
幅

及
び
面
積
は
何
れ
も
皆
同

一
と
な

る
。
第

二
の
子
午
線

よ
り
し
て
は
叉
前
述

せ
る
と

同

一
の
方
法

を
新
た
に
繰

う
返

し
て

タ
ゥ

ン
シ
ツ
プ
を
測
量
す

る
の
で
あ
る
か
ら
最
後

の

「
列
」
即
ち
次
の
子
午
線

の
直
く
東

の
列

に
あ

る
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
丈
け

の
面
積

は
大
小
不
同
と
な
る

の
で
あ

る
。

次
の
第

二
圖
が
此
等

の
關
係
を
明

か
に
示
す
。

加
奈
陀
に
於
け
る
國
有
未
開
地
匠
劃
制
度

二
七

尉
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七

タ
ウ
ン

シ
ッ
プ
は
之
を

セ
ク

シ
ヨ
ン
に
分
割
す

る
。

一
セ
ク
シ

ョ
ン
の
大

さ
は
既

に
述

べ
し
如
く

=
牛
方
哩
即
ち

六
百

四
十
英
町
歩
で

あ
る
。
之
を

四
分

し
た
る
も

の
を
四
分

の

一
セ
ク

シ
ヨ

ン

金

實
け曾

ω9
缶
○
昌

と
総
…し
其

の
大

さ
は
百
六
+
英
町
歩
で
あ

る
。
移

住
者

に
庭

分
す
る
輩
位

面
積
で
あ

つ
て
北
海
道

に
於
け

る
五
町
歩

の
小
匿
劃

に
相

東

當

す

る
も

の
で
あ

る
。

四
分

の

一
セ
ク

シ
ョ
ン
は
更

に
之
を
四
分
し
名

け

(圃 ヨ 第)

北

　

13 14 15 16

12 11 10 9

5 6 7 8

4 3 2 1

臼

西

 を
以

て
終

る

(
笙

二
個
)
。

南

て

+

六

分

の

一
セ

ク

シ

ョ

ン

碧

翼

臼

の
⊆
翼

2

。・
9

伸凶。
旨

と

云

ふ

。

各

四

十
英
町
歩

の
大

さ
を
有
す
。
是

れ
國
家

が
設
く

る
匠
劃

の
最

小
面
積

に
し

て
之
を

一・σq
巴

ω
昌
集
く
一ω
囲○
旨
と
名

け
之
れ
よ
う
以
下

の
面
積

に
は
國
家

は

國

有
地
を
細
分
し
な

い
の
で
あ

る
。

十
六
分

の

一
セ
ク
シ
ヨ
ン
に
は
番

號

を
附
す
。
其

の
方

法
は
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
の
夫
と
相
等

し
く

セ
ク

シ
ヨ
ン
の

東
南

隅

に
在
る
竜

の
よ
う

一
、

二
、
三
、
四
と
算

へ
始

め
凍

北
隅

の
十
山ハ

加
奈
陀
に
於
け
ろ
國
有
未
開
馳
甑
劃
制
度

二
七
三



商

學

討

究

第

一
巻

(
下
)

二
七
四

`

八

一
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
内

に
設
く

る
道
路

の
藪

及
び
其

の
幅

は
地
方

に
依
う
て
異

な
る
。
其

の
内
最
も
普
通

な

る
は
幅

一
チ

エ
ー
ン

(
六
十
六
尺
)

の
道
路
を
各

セ
ク

シ
ヨ
ン
の
南

北
線
及

び

一
つ
隔
き

の
セ
ク
シ

ヨ
ン
の
東
西
線

に
沿

つ

て
設
く

る
の
で

あ
る
。
其

の
結
果
と
し
て

一
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
の
東
と
西

の
境
界
線

は
四
百
入
十

三
チ

エ
ー

ン
と
な
h

南

と
北

の
境
界
線

は
四
百
入
+
六
チ

ェ
ー

ン
と
な
る
。
此

の
外
幅

一
チ

エ
ー

ン
五
+

リ

ン
ク
の
道
路
を
各

セ
ク

シ
ヨ

ソ
の
周
園

に
設
け

一
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ

の
大

さ
を
四
百
入
+
九

チ

エ
ー

ン
平

方
と
な
す
庭
も
在

る
。
是

れ
は

マ
ニ
ト
パ

州

の
南

部
地
方

の
如
き

比
較
的

開
拓
事
業

の
進
歩

の
速
か
な
る
地
方

に
見
る
。
英
領

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
州
内
の
カ
ナ

ジ
ァ

ン
メ
シ
ワ
イ

ッ
ク
鐵
遣

の
沼
線

二
十
哩
以
内

に
於

て
は
別

に
道
路
敷

地
を
測
定
せ
ず

し

て
其

の
代
う
各
四
分

の

一
セ

ク

シ
ヨ
ン
即
ち
百
六
十
英
町
歩

の
面
積

に
封
し
道
路
敷

地
用
と
し
て
三
英
町
歩
を
培

し
て
測
量
す

る
即
ち

四
分

の

一

セ
ク

シ
ヨ
ン
の
東
西
線

を
四
十

チ

エ
ー
ン
五
十

リ

ン
ク
に
南

北
線

を
四
十
チ

エ
ー
ン
ニ
十
五

リ

ン
ク
と
な
す
も

の
に

し

て

一
タ

ウ

ン
シ
ツ
プ
の
面
積
は
嚢

に
述

べ
π
る
最

も
普
通

に
行
は
る

㌧
測
量
法

と
何
等
異

な
る
庭
が
な

い
。
叉
地

方

に
依

ム
て
は

一
タ
ウ

ン
シ
ツ
プ
は
六

哩
雫
方
即
ち

四
百
入

+
チ

エ
ー

ン
孚
方
と
し
之
を

三
十
六

の
セ
ク

シ
ヨ
ン
に

分

つ
の
み
に

て
何
等
道
路
敷
地
を
豫
測

せ
ざ

る
庭

も
あ

る
の
で
あ

る
。

此
等
種

々
な

る
測
量
注

の
行
は
る

、
地
方
は



夫
々
豫
め
定
め
ら
れ
あ
る
も
今

一
々
之
を
陳
述
す
る
も
吾
人
に
取
め
て
は
便
値
少
な
き
が
故
に
此
所
に
は
之
を
略
す

る
乙
と

＼
す
る
。

九

以
上
は
主
と
し
て
農
業
に
利
用
す
べ
き
國
有
未
開
地
の
圃
劃
制
度

の

一
般
で
あ
る
が
將
來
農
村

の
螢
達
に
慮
ず
る

が
爲

め
に
は
此
等
囁
劃
地
の

一
部
を
更
に
匠
劃
し
て
市
街
地
を
建
設
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
其
の
匠
劃
方
法
の
大
要

を
述
べ
や
う
。

農
村
市
街
地
は
セ
ク
シ
ヨ
ン
を
更

に
分
割
し
て
設
く

る

の
で

あ

る
。
先
づ
道
路
に
就
て
述
ぶ
れ
ば
道
路
は
街
路

。。梓器
簿

及
び
幹
線
街
路

鍵
・
茎
①

の
二
種
と
し
何
れ
も
其
の
幅
は
六
十
六
尺

(
一
チ
エ
ー
ン
)
よ
む
狭
か
ら
ざ
る
を

以
て

一
般
の
原
則
と
す
る
。
然
し
な
が
ら
若
し

一
匠
域
内
に
於
け
る
道
路
の
藪
を
壇
加
し
其

の
幅
が
合
し
て
六
+
六

尺
の
割
合
と
な
る
と
き
は
其
の
限
に
あ
ら
ず
と
す
る
。
而
し
て
叉
主
要
道
路

に
し
て
交
通
上
特
に
必
要
あ
う
と
認
む

る
と
き
は
六
十
六
尺
以
上
に
其
の
幅
を
廣

む
る
こ
と
を
得
。
又
將
來
隣
接

の
地
匪
が
市
街
地
と
し
て
分
割
せ
ら
る
＼

も
の
な
れ
は
市
街
地
の
境
界
に
在
る
道
路
は
普
通
道
路
幅

の
牢
分
と
な
し
て
置
く
も
差
支
な

い
。
李
地
に
て
は
街
路

及
び
斡
線
街
路
は
直
角
交
叉
式
に
依
る
も
の
と
す
但
し
適
當
と
認

む
る
と
き
は
直
角
以
外
の
角
度
に
て
交
叉
せ
し
む

加
奈
陀
に
於
け
る
國
有
未
開
地
属
劃
制
度

二
七
肛
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六

る

こ
と
が
出
來

る
。

街
路
及
び
幹
線
街
路

の
方
向
は
市
街
敷
地

の
自

然
的
状
態

に
依
う
て
定

む
べ
き
も

の
と
し

一
定

の
標
準

は
示
し

て

な

い
。
街
路

に
は

一
定

の
方
注

に
依
り

て
之
が
名
稽

を
附
す
。
例

へ
ば
將
來
市
街
地

の
中
心
π
る
べ
き
街
路
は
之

を

O
。
三
δ

。。伸お
9

と
呼
ぴ
其

の
他

の
街
路

は
之
に
準

行
し
て
設
け
其

の
方
位

に
依
う

て
東
或

は
西
若
く
は
南
或
は
北
と

し
且

つ
之

に
番

號
を
附
す

る
の
で
あ

る
即
ち
東
何
條
南
何
條
と
稻
す

る
が
如
し
。
幹
線
街
路

に
付
き

て
も
亦
同
様
で

あ

る
。
若

し
舟
撞

の
便
あ
る
河
川

に
沿
ふ

て
市
街
地
を
匠
劃
す
る
揚
合

に
は
先

づ
其

の
沼
岸

に
於

て
他

の
竜

の
よ
ム

は
幅

の
廣
き

街
路
若

く
は
幹
線

街
路
を
設
け
其

の
他

の
街
路
若

く
は
斡
線

街
路

は
之

に
準
行

せ
し

め
沿
岸

に
あ
る
も

の
よ
う
し
て
漸
次
其

の

「
通
」
を
算

へ
て
之

に
名
総
…を
附
す

る
も

の
で
あ

る
。

:
建
築
敷
地

δ
け
の
廣

さ
は
間

口
六
十
六
尺

(
一
チ

エ
ー
ン
)
奥
行
九
+
九
尺

(
一
チ

エ
ー

ン
牢
)
若
く
は
間

口
五

十
尺
奥

行
百
二
+
尺
叉

は
其

れ
以
上

の
竜

の
を
以

て
普
通
と
す
る
。
然
し
な
が
ら
土
地
の
状
態
や
特
殊

の
要

求
に
慮

じ

て
其

の
大

さ
を
漫
更
す
る

こ
と
は
出
來

る
。
例

へ
ば
將
來
商
業
地
匠
と
な
る
べ
き
所

は
住
宅
地
匿

よ
う
竜
建
築
敷

地

の
大
さ
を
梢

小
さ
く
匠
劃
す
る

の
が

至
當
で
あ

る
と
し

て
あ

る
。

街
廊

び
一。
爵

は
其

の
二
方

を
街
路

に
依

う
他

の
二
方
を
幹
線
街
路

に
依

う
境

せ
ら
る

＼
標

に
設
く

る
を
普
通
と
す

る
。
特
別

の
場
合
を
除
く

の
外
は
街
路
と
街
路
と

の
間
隔
は
五
百
尺
を
超
渦
す

る
こ
と
を
許

さ
な

い
。
'さ
れ
ば
若

し



建
築
敷
地
の
廣
さ
が
間
ロ
六
十
六
尺
奥
行
九
十
九
尺
に
し
て
建
築
敷
地
の
裏
に
裏
通
を
設
け
ざ
る
と
き
は

一
の
幹
線

街
路
の
中
央
か
ら
次
の
幹
線
街
路
の
中
央
に
至
る
凌
で
の
間
隔
は
四
チ

エ
ー
ジ
即
ち
二
百
六
十
四
尺
と
し

一
の
街
路

の
中
央
か
ら
次
の
街
路
の
中
央
ま
で
の
間
隔
は
入

チ

エ
ー
ン
即
ち
五
百
二
十
入
尺
と
す
る
。
最
も
街
路
及
び
幹
線
街

路

の
幅
が
六
十
六
尺
以
上
な
れ
ば
其
の
差
丈
け
前
述
せ
る
間
隔
は
延
び
る
の
で
あ
る
。

若
し
街
廊

の
長
さ
が
五
百
尺
に
し
て
幅
が
三
百
二
十
尺
の
も
の
な
れ
ば
其
の
長

さ
に
沿
ふ
て
之
を
二
等
分
し
中
央

に
幅

二
十
尺
の
裏
通
を
設
け
間
口
五
+
尺
奥
行
百
五
十
尺
の
建
築
敷
地
十
箇
宛
を
二
列
に
匿
劃
す
る
の
が
普
通
で
あ

る
。街

廊
は
規
則
正
し
く
順
序
を
逐

ふ
て
番
號
若
く
は
記
號
を
附
し
て
之
を
示
す
。
同

一
街
廊
内
に
あ
る
建
築
敷
地
も

亦
同
様
に
番
號
若
く
は
記
號
を
附
す
。

総
て
建
築
敷
地
及
び
街
廊

は
其
の
境
界
線
を
明
瞭
に
し
他
日
宰

の
起
る
こ
と
な
き
機
其
の
角
に
夫
れ
く

鐵
製

の

標
柱
を
建
て
る
。

以
上
は
市
街
地
匠
劃
法
の

一
般
的
標
準
を
述
べ
た
る
竜
の
で
あ

つ
て
實
際
に
市
街
地
を
匠
劃
す
る
揚
合
に
は
其
の

實
情
に
最
竜
能
く
適
慮
す
る
如
く
便
宜
之
を
取
捨
し
得

る
の
で
あ
る
。

加
奈
陀
中
央
政
府
が
前
述
し
π
る
囁
劃
法
に
依
ム
て
匠
劃
し
π
る
國
有
地
は
如
何
な
る
方
法
に
依
う
て
之
を
虜
分

加
奈
陀
に
於
け
る
國
有
未
開
地
匠
劃
制
度

二
七
七

G
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す
る
か
即
ち
國
有
地
庭
分
法
は
稿
を
改

め
て
之
を
述
ぶ
る
こ
と

＼
す
る
。

(
大

一
五

、
九

、
二
五
)

二
七
入




